
規

則 

養
鶏
振
興
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
六
号 

 
 

 

養
鶏
振
興
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

養
鶏
振
興
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

   

様
式
第
三
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
前
の
養
鶏
振
興
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調

整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   
備
考

 
届
出
人
が
個
人
の
場
合
は
、
氏
名
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と

 

 
 

 
が
で
き
ま
す
。

 

 
 

 
 

 
 
申
請
者
が
個
人
の
場
合
は
、
氏
名
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省
略
す
る

 

 
 

 
 

 
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

３
 

 
 

 

申請者が個人の場合は、氏名を自署することにより押印を省略することがで
 

 
 

きます。
 

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 


